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については、年次有給休暇の付与日

において定められている週の所定労

働日数または前年度の実勤務日数に

より判断します。よって、前年度の実

勤務日数が100日で付与日時点の継

続勤務年数が3.5年である場合、５日

を付与するものとなります（図表１）。

　労働基準法39条では、『使用者

は、その雇入れの日から起算して六

箇月間継続勤務し全労働日の八割

以上出勤した労働者に対して、継続

し、又は分割した十労働日の有給休

暇を与えなければならない』としてい

ます。よって、入社初年度は「６カ月

以上の継続勤務」および「全労働日

の８割以上の出勤率」の２つの要件

を満たすことで権利が発生します。そ

の後は「継続勤務しており、直近１年

間の全労働日の８割以上の出勤率」

を満たすことで権利が発生します。

翌年度以降の付与日数は図表1（基

本）のとおりです。

　また、パートタイマーやアルバイト

など、週の所定労働時間が30時間未

満で、かつ週所定労働日数が４日以

下あるいは年間の所定労働日数が２

１６日以下の者については、図表１

（短時間従業員の有給休暇の付与日

数）に当てはめて付与します。なお、週

の所定労働日数が定まっていない者
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正社員登用する者への
年次有給休暇の付与

　弊社では、契約社員については入社６カ月経過後に年次有給休暇を付与しますが、
正社員については毎年４月１日に一斉に付与しています。来年４月に正社員登用を予
定している、本年４月入社の契約社員がおりますが、この者についても来年４月１日に
付与する必要があるのでしょうか。初年度については、入社６カ月経過後の10月１日に
10日分を付与しています。

　翌年度以降については、他の正社員同様、４月１日に付与する必要があります。なお、初年度の10日分については、付
与日から２年が経過した時点で時効消滅となりますので、一時的に３年分の年次有給休暇を所持するものとなります。
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　出勤率が８割以上か否かを算定

する場合、「業務上の負傷または疾

病により休業した期間」「産前産後休

業期間」「育児・介護休業法に基づく

育児・介護休業期間」「年次有給休

暇を取得した日」の４つについては、

出勤したものとして取り扱う必要が

ありますが、これ以外の法定外休暇

（慶弔休暇等）、生理休暇、看護・介

護休暇、私傷病休職期間等につい

て、出勤扱いとするか欠勤扱いとする

かは会社の定めるところとなります。

　また、出勤率が８割に達しなかっ

たときの翌年度は、年次有給休暇を

与えなくても差し支えありませんが、

年次有給休暇を与えなかった年度の

出勤率が８割以上となった場合、そ

の翌年度には、継続勤務年数に応じ

た日数の年次有給休暇を与えなけれ

ばなりません。なお、労働基準法上は

８割以上の出勤率の要件を設けてい

ますが、就業規則において出勤率要

件を課していない企業においては、

前年度の出勤率にかかわらず、付与

日到来とともに新たな年次有給休暇

が発生しますので、ご留意ください。

　法定どおりに付与した場合、入社

日・個人ごとに付与日が異なるものと

なり管理が複雑となるため、例外的

に「斉一的取扱い（一律の付与日を

定めて付与する取扱い）」や「分割付

与（一括付与するのではなく、付与日

数の一部を法定の付与日以前に付

与する取扱い）」が認められています。

　斉一的取扱いの例として、４月１日

に入社した者に入社時に10日付与

し、１年後の翌年４月１日に11日付

与するような場合が挙げられます。ま

た、分割付与の例として、４月１日に

入社した者に入社時に５日付与し、

入社６カ月経過後の10月１日に残り

の５日を付与、翌年度以降の付与日

は４月１日とするという取扱いが考え

られますが、いずれも法定の付与条

件を上回る取扱いとなります。

　年次有給休暇の発生要件の１つ

に「継続勤務」がありますが、行政解

釈では「労働契約の存続期間、すな

わち在籍期間をいう」とされており、

長期欠勤や休業・休職期間があって

も、労働契約が存続している場合は

継続勤務とされます。また、ご質問の

ように契約社員から正社員に登用す

る、定年退職後に嘱託社員として再

雇用するなど、雇用区分が変更する

場合でも、客観的に労働契約が継続

していると認められるものは勤務年

数を通算します。例えば、定年再雇用

により週５日勤務から週３日勤務と

なった場合、定年前は勤続年数が

6.5年以上で20日付与されていて

も、再雇用後は週３日勤務の6.5年

以上ということで、11日の付与となり

ます。なお、すでに付与されている未

取得の年次有給休暇日数も引き継

がれ、雇用契約変更時に付与日数を

リセットすることはできません。

　翌年４月１日の正社員登用時点

に正社員就業規則の斉一的取扱い

が適用されるので、年次有給休暇の

権利が発生します。初回付与日から

６カ月しか経過していませんが、翌

年４月１日に２回目の年次有給休暇

（11日以上）を付与する必要があり

ます。

　なお、年次有給休暇は付与日から

２年間で時効となるため、付与日か

ら１年間で使い切れなかった日数に

ついては翌年に繰り越しとなります。

本件のように、初回（2023年10月１

日付与）、２回目（2024年４月１日付

与）、３回目（2025年４月１日付与）

となる場合、初回と３回目で重複期

間が発生し、一定期間は３年分の年

次有給休暇を所持することになりま

す。３回目の年次有給休暇を付与し

た時点で初回に付与した年次有給

休暇を消滅させることはできない点、

ご留意ください（図表２）。

年次有給休暇の発生要件

有給休暇の付与日数（基本）
図表1　有給休暇の付与日数
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労働日数

短時間従業員の有給休暇の付与日数

※所定労働日数が週によって決まっている場合は「週所定労働日数」、それ以外の場合は「1年間の所定労働日数」で判断します。
※所定労働日数は付与時点の週所定労働日数で計算します。
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については、年次有給休暇の付与日

において定められている週の所定労

働日数または前年度の実勤務日数に

より判断します。よって、前年度の実

勤務日数が100日で付与日時点の継

続勤務年数が3.5年である場合、５日

を付与するものとなります（図表１）。

　労働基準法39条では、『使用者

は、その雇入れの日から起算して六

箇月間継続勤務し全労働日の八割

以上出勤した労働者に対して、継続

し、又は分割した十労働日の有給休

暇を与えなければならない』としてい

ます。よって、入社初年度は「６カ月

以上の継続勤務」および「全労働日

の８割以上の出勤率」の２つの要件

を満たすことで権利が発生します。そ

の後は「継続勤務しており、直近１年

間の全労働日の８割以上の出勤率」

を満たすことで権利が発生します。

翌年度以降の付与日数は図表1（基

本）のとおりです。

　また、パートタイマーやアルバイト

など、週の所定労働時間が30時間未

満で、かつ週所定労働日数が４日以

下あるいは年間の所定労働日数が２

１６日以下の者については、図表１

（短時間従業員の有給休暇の付与日

数）に当てはめて付与します。なお、週

の所定労働日数が定まっていない者

　出勤率が８割以上か否かを算定

する場合、「業務上の負傷または疾

病により休業した期間」「産前産後休

業期間」「育児・介護休業法に基づく

育児・介護休業期間」「年次有給休

暇を取得した日」の４つについては、

出勤したものとして取り扱う必要が

ありますが、これ以外の法定外休暇

（慶弔休暇等）、生理休暇、看護・介

護休暇、私傷病休職期間等につい

て、出勤扱いとするか欠勤扱いとする

かは会社の定めるところとなります。

　また、出勤率が８割に達しなかっ

たときの翌年度は、年次有給休暇を

与えなくても差し支えありませんが、

年次有給休暇を与えなかった年度の

出勤率が８割以上となった場合、そ

の翌年度には、継続勤務年数に応じ

た日数の年次有給休暇を与えなけれ

ばなりません。なお、労働基準法上は

８割以上の出勤率の要件を設けてい

ますが、就業規則において出勤率要

件を課していない企業においては、

前年度の出勤率にかかわらず、付与

日到来とともに新たな年次有給休暇

が発生しますので、ご留意ください。

　法定どおりに付与した場合、入社

日・個人ごとに付与日が異なるものと

なり管理が複雑となるため、例外的

に「斉一的取扱い（一律の付与日を

定めて付与する取扱い）」や「分割付

与（一括付与するのではなく、付与日

数の一部を法定の付与日以前に付

与する取扱い）」が認められています。

　斉一的取扱いの例として、４月１日

に入社した者に入社時に10日付与

し、１年後の翌年４月１日に11日付

与するような場合が挙げられます。ま

た、分割付与の例として、４月１日に

入社した者に入社時に５日付与し、

入社６カ月経過後の10月１日に残り

の５日を付与、翌年度以降の付与日

は４月１日とするという取扱いが考え

られますが、いずれも法定の付与条

件を上回る取扱いとなります。

　年次有給休暇の発生要件の１つ

に「継続勤務」がありますが、行政解

釈では「労働契約の存続期間、すな

わち在籍期間をいう」とされており、

長期欠勤や休業・休職期間があって

も、労働契約が存続している場合は

継続勤務とされます。また、ご質問の

ように契約社員から正社員に登用す

る、定年退職後に嘱託社員として再

雇用するなど、雇用区分が変更する

場合でも、客観的に労働契約が継続

していると認められるものは勤務年

数を通算します。例えば、定年再雇用

により週５日勤務から週３日勤務と

なった場合、定年前は勤続年数が

6.5年以上で20日付与されていて

も、再雇用後は週３日勤務の6.5年

以上ということで、11日の付与となり

ます。なお、すでに付与されている未

取得の年次有給休暇日数も引き継

がれ、雇用契約変更時に付与日数を

リセットすることはできません。

　翌年４月１日の正社員登用時点

に正社員就業規則の斉一的取扱い

が適用されるので、年次有給休暇の

権利が発生します。初回付与日から

６カ月しか経過していませんが、翌

年４月１日に２回目の年次有給休暇

（11日以上）を付与する必要があり

ます。

　なお、年次有給休暇は付与日から

２年間で時効となるため、付与日か

ら１年間で使い切れなかった日数に

ついては翌年に繰り越しとなります。

本件のように、初回（2023年10月１

日付与）、２回目（2024年４月１日付

与）、３回目（2025年４月１日付与）

となる場合、初回と３回目で重複期

間が発生し、一定期間は３年分の年

次有給休暇を所持することになりま

す。３回目の年次有給休暇を付与し

た時点で初回に付与した年次有給

休暇を消滅させることはできない点、

ご留意ください（図表２）。

出勤率要件

斉一的取扱い（一斉付与）と
分割付与

勤続年数の通算

本問への回答

図表２　繰り越しと時効の関係

10日付与（初回）

契約社員 正社員

初回付与分の有効期間2年間

2回目付与分の有効期間2年間

重複期間

3回目付与分の有効期間2年間

11日付与（2回目）

2023/4/1
入社

2023/10/1
入社6ヵ月経過

2024/4/1
一斉付与日

2024/10/1 2025/4/1
一斉付与日

2025/10/1 2026/4/1
一斉付与日

2027/4/1
一斉付与日

12日付与（3回目）


